
●車両数に関わらず全ての事業者が対象となる。

●事業者は、経営トップの責務を定めるとともに、輸送の安全を
確保するための組織体制を構築する。

●事業者は、輸送の安全が最も重要であることを基本とする事故
防止のための方針を策定し、全従業員に周知する。

●事業者は、その方針に基づいて事故防止のための目標の設定、
実施計画の作成を行う。

●実施計画を実施するとともにその状況をチェックし、改善すべ
き事故があった場合は直ちに是正する。

●経営者と従業員による意見交換等意思疎通を図り､目標値の設
定､実施計画に反映させる。

●輸送の安全に関する情報の記録及び保存方法を定め、管理する。


